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１．『わけあり物件』と表示されている用語の整理

建ぺい率違反といった建物に係る法律に違反するといった瑕疵

雨漏り、ひび割れといった物理的に重大な欠陥があるといった瑕疵

物件の周囲に嫌悪施設(暴力団事務所、墓地、火葬場、ゴミ処理施設等
がある瑕疵

借主が心理的に「この住宅には何らかの欠陥・欠点がある」と認識する
物件であり、心理的瑕疵物件に該当するかどうかは、あくまで借主の
『感覚的に欠陥・欠点と感じるかどうか』による。

＝事故物件

環境的瑕疵物件

心理的瑕疵物件

物理的瑕疵物件

法的瑕疵物件

〇 自殺や死亡事故、孤独死、急死、殺人事件などが発生した物件
〇 空き巣や窃盗被害などを受けた物件
〇 同一建物内で過去に事件のあった物件

瑕疵＝キズわけあり物件
＝



２．事故物件になった場合の対処法の実際

（１）賃料を値下げする〔この対処法が多くみられる〕

（２）仕事上、人の死と接する機会の多い医療機関・介護施設、葬儀関係者
や宗教観の違う外国人などに借りてもらう〔告知しても拒否されない方〕

（3)一定期間、従業員や知人等を住まわせ、次の入居者には告知しない
〔告知義務逃れとも捉えられる〕

（４）一定期間、貸し倉庫や貸しスタジオにする。又は、破損が大規模な場合
は住宅を解体して、駐車場にする〔住宅でないため告知義務は不要〕

心理的瑕疵なし空室 心理的瑕疵あり空室

41.6％ OFF

➡ 告知義務の期間や明確なルールが必要



【対象】

× 諸外国 〇 日本

× 持ち家 〇 賃貸住宅

× 複数世帯 〇 単身世帯

× 居室外 〇 居室内（ベランダを含む）× 共用部分

３．ちんたい協会(賃貸住宅オーナー)の発言範囲:

× 法定相続人のいる方 〇 法定相続人のいない方

慢性疾患
による
病死

急性疾患
による
病死

精神疾患
による
自殺

人殺しを
する

× 交通事故死

殺される
不慮の
事故に
よる死亡

× 不慮の事故死 × 人殺しをする

× 殺される

× 病死する × 自殺する

第１回、第２回の同検討会の議論を踏まえて作成



４．少額短期保険協会の孤独死レポート報告書より

(1)一人暮らし65歳以上の自宅での死亡者数〔都内23区内〕

(2)男女別死亡年齢の成比 [年齢が不明なデータを除く]

単身高齢者の

孤独死は

毎年増加傾向

孤独死の

終身賃貸借契約では、
満60歳以上が対象。
60歳未満は対象外。

約60％：60歳以上

約40％：60歳未満



５．居住者が亡くなった場合、誰が精算するのか？

（1）現状
居住者が亡くなった場合、原状回復費用や未収家賃等の精算をするのは、連帯保証人である。
しかし、身寄りのない居住者の場合、居住者が加入した家財保険や家賃債務保証で精算する。
また、家主が経営リスクをヘッジするために加入した損害保険も利用されている。
被害額が、すべて保証金や保険金等で補えれば良いが、補えない場合は家主の負担となって
いる。このような理由により、家主にとって身寄りのない方を快く迎え入れることは困難となって
いる。

（2）法定相続人が存在する場合の事例
都内の賃貸マンションに居住する60歳男性の孤独死の場合、発見まで死後１ヶ月が経過。家賃
は月額８万円。原状回復に要した費用は、654万円。臭気発生元を調べるためにスケルトンにする
必要があり、工事期間は７ヶ月。そのため、死後1年間は工事期間等に費やし、次の入居者の募集
ができず、家賃収入は0円（本来は8万×12か月＝96万円）。また、事故物件となったため、次の
入居者がすぐに決まらず、結果として、当初２年間は家賃を減額（8万→6.3万）したため、その
損失合計は1.7万×24か月＝40.8万円。総額791万円が法定相続人に請求されたという事例。

（３）法定相続人が存在しない場合の事例
上記と同じ条件の場合、通常、家財保険や家賃債務保証のオプション商品では賠償金額は100
万円が上限となっている。そのため、本来入るべき１年分の家賃（96万円）は家賃債務保証を
利用、減額分の損失家賃（40.8万円）は家主加入の損保を利用、原状回復費用654万円のうち
100万円は家財保険のオプションを利用。残った５５４万円は、家主が負担することになる。



６．ちんたい協会が考える告知義務の対象と対応

【対象】

【対応】

告知義務なし告知義務なし告知義務なし告知義務あり

没後12か月

告知義務なし告知義務あり

没後12か月

事 件 事 故 寿 命

前提条件:「３．ちんたい協会(賃貸住宅オーナー)
の発言範囲」と同じ

犯人特定・逮捕迄の時間

入居者の
慢性疾患に
よる病死

入居者の
急性疾患に
よる病死

入居者の
精神疾患に
よる自殺

入居者の
不慮の事故
による死亡

入居者が
殺される

入居者が
人殺しを
する


